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新
羅
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と
東
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中
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し
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淑
　
子

は
じ
め
に

　

日
本
古
代
に
お
け
る
対
外
交
流
の
歴
史
は
、
中
国
や
朝
鮮
半
島
と
の
交
流
を
基
軸
と
し
て
構
成
さ
れ
る
。
そ
の
交
流
の
担
い
手
は
、
君
主
に

よ
っ
て
派
遣
さ
れ
る
使
節
だ
け
で
な
く
商
人
や
僧
侶
な
ど
も
お
り
、
行
き
来
す
る
文
物
も
実
に
多
様
で
あ
っ
た
。
中
国
か
ら
帰
国
し
た
僧
侶
に

よ
る
将
来
目
録
に
は
彼
ら
が
持
ち
帰
っ
た
膨
大
な
数
の
経
典
が
記
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、『
続
日
本
紀
』
な
ど
の
六
国
史
に
は
新
羅
や
渤
海
か
ら

の
使
節
（
以
下
、「
新
羅
使
」「
渤
海
使
」
と
す
る
）
が
贈
呈
品
と
し
て
珍
獣
や
毛
皮
や
薬
草
な
ど
を
持
参
し
た
こ
と
が
載
っ
て
お
り
、
海
外
と

の
交
流
が
日
本
に
と
っ
て
豊
か
な
文
物
を
も
た
ら
す
貴
重
な
機
会
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
交
流
に
よ
っ
て
日
本
は
国
内

の
学
問
や
経
済
を
成
長
さ
せ
て
い
っ
た
だ
け
で
な
く
、
対
外
的
に
も
国
家
と
し
て
の
威
容
を
高
め
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
国
際
的
な
地
位
を
確

立
し
て
い
っ
た
。

　

東
ア
ジ
ア
に
つ
い
て
は
、
西
嶋
定
生
氏
が
唱
え
た
「
東
ア
ジ
ア
世
界
」
の
概
念
が
あ
る）

（
（

。
こ
の
「
東
ア
ジ
ア
世
界
」
と
は
中
国
王
朝
を
中
心
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と
し
て
東
ア
ジ
ア
に
構
成
さ
れ
た
世
界
で
、
地
理
的
に
は
北
は
朝
鮮
半
島
、
南
は
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
を
含
み
、
日
本
は
こ
の
世
界
の
東
端
に
位
置

し
て
い
る
。
中
国
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
諸
勢
力
は
冊
封
を
媒
介
と
し
た
政
治
的
関
係
を
有
し
た
ほ
か
、
文
化
面
で
も
漢
字
・
儒
教
・
漢
訳
仏

教
・
律
令
と
い
っ
た
中
国
由
来
の
要
素
を
共
有
し
た
。

　

こ
の
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
い
て
、
日
本
の
対
外
活
動
は
と
く
に
中
国
お
よ
び
朝
鮮
半
島
と
の
関
係
に
終
始
し
て
い
た
。
七
世
紀
前
半
で
の
日

本
の
外
交
相
手
は
、
中
国
で
は
隋
の
ち
唐
が
あ
り
、
朝
鮮
半
島
で
は
百
済
・
新
羅
・
高
句
麗
の
三
国
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
天
智
二
年
（
六
六

三
）
の
白
村
江
の
戦
い
以
後
は
、
唐
・
新
羅
・
渤
海
と
通
交
を
保
っ
て
い
く
。
概
し
て
日
本
の
活
動
範
囲
は
東
ア
ジ
ア
世
界
の
内
部
に
お
さ

ま
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
古
代
日
本
の
対
外
関
係
を
理
解
す
る
た
め
に
は
東
ア
ジ
ア
の
外
部
に
も
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。

　

古
畑
徹
氏
は
一
九
八
六
年
発
表
の
「
唐
渤
紛
争
の
展
開
と
国
際
情
勢
」
に
お
い
て
、
突
厥
な
ど
の
北
ア
ジ
ア
勢
力
の
台
頭
が
唐
・
渤
海
戦
争

の
引
き
金
と
な
っ
た
と
論
じ
て
い
る）

（
（

。
ま
た
近
年
で
は
菅
沼
愛
語
氏
が
、
唐
・
突
厥
・
吐
蕃
な
ど
の
諸
勢
力
の
活
動
が
互
い
に
連
鎖
し
あ
っ
て

い
る
こ
と
を
指
摘
し
た）

（
（

。
唐
は
北
方
を
突
厥
に
、
西
方
を
吐
蕃
に
塞
が
れ
た
状
況
下
で
、
両
者
に
対
し
て
交
互
に
敵
対
と
和
睦
を
繰
り
返
す
こ

と
で
勢
力
拡
張
と
防
衛
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
と
う
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
外
交
や
戦
争
に
ま
つ
わ
る
原
因
・
背
景
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
そ

の
当
事
者
間
で
の
事
件
だ
け
で
な
く
、
彼
ら
を
取
り
巻
く
国
際
情
勢
の
変
化
に
着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
視
点
に
立
て
ば
、
日
本
と
中
国
・
朝
鮮
半
島
と
の
関
係
も
ま
た
、
従
来
考
え
ら
れ
て
い
た
以
上
に
広
域
的
な
国
際
情
勢
の
影
響

を
受
け
て
い
た
可
能
性
が
想
定
で
き
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
天
平
四
年
（
七
三
二
）
と
天
平
六
年
（
七
三
四
）
に
日
本
に
到
来
し
た
ふ
た
つ
の

新
羅
使
を
切
り
口
と
し
て
、
日
本
・
新
羅
の
関
係
と
国
際
情
勢
と
の
連
関
性
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。
天
平
四
年
と
六
年
に
来
航
し
た
新
羅

使
は
、
到
来
時
期
は
き
わ
め
て
近
い
が
、
来
航
し
て
か
ら
の
日
本
に
対
す
る
行
動
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
一
方
の
新
羅
使
は
日
本
に
対
し
て

恭
順
的
な
姿
勢
を
と
っ
た
が
、
も
う
一
方
の
新
羅
使
は
自
ら
を
「
王
城
国
」
と
名
乗
っ
た
こ
と
で
、
日
本
と
の
間
に
緊
張
関
係
を
引
き
起
こ
し

た
。
わ
ず
か
二
年
の
間
で
な
ぜ
ふ
た
つ
の
新
羅
使
の
日
本
へ
の
態
度
が
大
き
く
変
容
し
た
の
か
を
、
当
時
の
国
際
情
勢
と
比
較
し
な
が
ら
検
証
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す
る
。

　

な
お
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
国
際
情
勢
と
は
、
唐
と
の
通
交
が
な
さ
れ
て
い
た
地
域
を
範
囲
と
し
て
、
西
は
チ
ベ
ッ
ト
高
原
や
タ
リ
ム
盆
地

ま
で
、
北
は
モ
ン
ゴ
ル
高
原
ま
で
の
情
勢
を
指
す
。
前
述
の
東
ア
ジ
ア
だ
け
で
な
く
突
厥
・
吐
蕃
な
ど
が
居
し
て
い
た
北
ア
ジ
ア
や
中
央
ア
ジ

ア
を
含
む
こ
れ
ら
の
地
域
を
、
以
下
「
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
」
と
す
る）

（
（

。

一　

天
平
四
年
お
よ
び
天
平
六
年
来
航
の
新
羅
使

（
一
）
天
平
四
年
（
七
三
二
）
新
羅
使
と
「
年
期
奏
請
」

　

本
稿
で
取
り
上
げ
る
の
は
聖
武
朝
の
日
本
に
天
平
四
年
（
七
三
二
）
お
よ
び
天
平
六
年
（
七
三
四
）
に
来
航
し
た
新
羅
使
の
事
例
で
あ
る

（
以
下
、「
天
平
四
年
新
羅
使
」「
天
平
六
年
新
羅
使
」
と
す
る
）。
天
平
四
年
は
新
羅
で
は
聖
徳
王
三
一
年
、
唐
暦
で
は
玄
宗
の
開
元
二
〇
年
に

あ
た
る
。

　

ま
ず
は
天
平
四
年
新
羅
使
に
つ
い
て
『
続
日
本
紀
』
に
沿
っ
て
概
要
を
述
べ
る
。

　

新
羅
使
が
日
本
に
来
着
し
た
の
は
天
平
四
年
正
月
で
あ
る
。
大
宰
府
に
数
か
月
間
と
ど
め
置
か
れ
た
の
ち
、
五
月
に
金
長
孫
ら
四
〇
人
が
入

京
す
る
。
新
羅
使
は
財
物
や
珍
獣
を
進
呈
す
る
と
と
も
に
、
朝
廷
に
対
し
て
「
来
航
の
年
期
を
奏
請
」
し
た
。
二
日
後
、
朝
廷
は
三
年
に
一
度

の
来
航
を
許
可
し
て
い
る
。

　
　

■
天
平
四
年
五
月
庚
申
（
一
九
日
）
条

金
長
孫
等
拝
朝
。
進
二
種
種
財
物
并
鸚
鵡
一
口
、
鴝
鴿
一
口
、
蜀
狗
一
口
、
猟
犬
一
口
、
驢
二
頭
、
騾
二
頭
一。
仍
奏
二
請
来
航
年
期
一。

■
天
平
四
年
五
月
壬
戌
（
二
一
日
）
条

饗
二
金
長
孫
等
於
朝
堂
一。
詔
、
来
航
之
期
、
許
以
二
三
年
一
度
一。
宴
訖
、
賜
二
新
羅
王
并
使
人
等
禄
一
各
有
レ
差
。
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日
本
と
新
羅
の
外
交
史
上
、
新
羅
が
日
本
に
対
し
て
使
節
来
航
の
年
限
を
諮
問
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
は
こ
の
一
例
の
み
で
あ
る
。
こ

の
い
わ
ゆ
る
「
年
期
奏
請
」
を
行
っ
た
新
羅
側
の
意
図
に
つ
い
て
は
従
来
ふ
た
つ
の
見
解
が
提
示
さ
れ
て
き
た
。
早
く
は
坂
本
太
郎
氏
が
、
新

羅
は
頻
繁
な
「
朝
貢
」（
日
本
は
新
羅
使
を
蕃
客
と
し
て
扱
っ
て
い
た
）
に
よ
る
負
担
を
忌
避
し
、
よ
り
年
を
隔
て
た
来
航
を
日
本
に
認
め
さ

せ
る
た
め
に
年
期
奏
請
を
行
っ
た
の
だ
と
指
摘
し
た）

（
（

。
近
年
で
は
濱
田
耕
策
氏
も
同
じ
立
場
か
ら
日
羅
関
係
を
述
べ
て
い
る）

（
（

。
こ
の
場
合
、
年

期
奏
請
は
新
羅
の
自
立
的
な
外
交
姿
勢
の
表
れ
で
あ
り
、「
朝
貢
」
で
は
な
い
よ
り
対
等
な
関
係
づ
く
り
を
志
向
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
で
鈴
木
靖
民
氏
、
石
井
正
敏
氏
、
森
公
章
氏
ら
は
年
期
奏
請
と
は
臣
下
か
ら
君
主
へ
行
う
も
の
で
あ
る
と
し
、
新
羅
は
自
ら
「
朝
貢
」
の

姿
勢
を
強
調
す
る
こ
と
で
日
本
の
歓
心
を
買
っ
て
関
係
改
善
を
図
ろ
う
と
し
た
と
考
察
し
て
い
る）

（
（

。

　

ふ
た
つ
の
見
解
の
ど
ち
ら
に
基
づ
く
か
で
、
天
平
四
年
の
新
羅
使
像
は
全
く
異
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
な
が
ら
本
稿
で
は
、
こ
れ
か
ら
述
べ

る
根
拠
に
基
づ
き
、
新
羅
は
日
本
と
の
関
係
改
善
を
図
ろ
う
と
い
う
積
極
的
意
図
か
ら
年
期
奏
請
を
行
っ
た
も
の
と
考
え
る
。

　

第
一
に
根
拠
と
し
て
挙
げ
る
の
が
、
八
世
紀
末
に
渤
海
が
日
本
に
年
期
奏
請
を
行
っ
た
際
の
記
録
で
あ
る
。
こ
の
史
料
に
は
年
期
奏
請
を
受

け
た
際
の
日
本
側
の
反
応
が
記
さ
れ
て
い
る
。

■
『
類
聚
国
史
』
延
暦
一
五
年
（
七
九
六
）
十
月
壬
申
条

先
レ
是
、
渤
海
国
王
所
レ
上
書
疏
、
体
無
二
定
例
一、
詞
多
二
不
遜
一。
今
所
レ
上
之
啓
、
首
尾
不
レ
失
レ
礼
、
誠
款
見
二
乎
詞
一。
群
臣
上
表
奉
レ
賀

曰
、「
臣
神
等
言
、︹
中
略
︺
伏
見
二
彼
国
所
レ
上
啓
一、
辞
義
温
恭
、
情
体
可
レ
観
、︹
中
略
︺
克
レ
己
改
レ
過
、
始
請
二
朝
貢
之
年
限
一、︹
後

略
︺」。

　

当
時
、
日
本
の
朝
廷
は
渤
海
を
日
本
よ
り
下
位
の
立
場
の
国
で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
、
そ
の
渤
海
か
ら
の
国
書
に
つ
い
て
「
体
に
定
例
な

く
、
詞
に
不
遜
多
し
」
と
い
う
不
満
を
抱
い
て
い
た
。
し
か
し
延
暦
一
五
年
に
届
い
た
国
書
は
一
転
し
て
恭
順
的
で
あ
っ
た
。
大
納
言
の
神
王

ら
は
、「
渤
海
は
こ
れ
ま
で
の
過
ち
を
よ
う
や
く
悔
い
改
め
、
初
め
て
朝
貢
の
年
限
を
奏
請
し
て
き
た
の
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。
も
し
も
年
期

奏
請
が
朝
貢
の
頻
度
を
減
ら
し
た
い
と
い
う
消
極
的
な
要
求
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
神
王
の
奏
上
し
て
い
る
文
脈
と
噛
み
合
わ
な
い
。
ま
た
、
こ
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の
よ
う
に
外
交
上
の
出
来
事
が
慶
事
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
群
臣
か
ら
天
皇
へ
上
表
さ
れ
る
こ
と
自
体
が
ま
れ
で
あ
り
、
こ
の
と
き
の
年
期

奏
請
が
当
時
の
朝
廷
を
満
足
さ
せ
た
こ
と
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

第
二
に
中
国
の
礼
制
上
、
年
期
制
の
来
航
を
提
案
す
る
と
い
う
行
為
自
体
が
「
朝
貢
」
の
肯
定
を
意
味
し
て
い
た
。
換
言
す
れ
ば
「
新
羅
は

日
本
に
従
属
す
る
立
場
で
あ
る
」
と
表
明
す
る
行
為
で
あ
っ
た
。
以
下
に
根
拠
と
な
る
『
令
集
解
』
の
記
述
を
挙
げ
る
。

■
『
令
集
解
』
職
員
令
二　

太
政
官
条　
「
弾
正
糺
不
当
者
、
兼
得
弾
之
」
項　

古
記

古
記
云
、︹
中
略
︺
朝
聘
者
、
経
二
六
歳
一
聘
一
年
也
。
問
、
聘
三
年
也
、
六
会
六
年
也
、
十
二
明
十
二
年
誓
也
。
師
説
、
諸
侯
三
年
一

度
、
謂
二
之
朝
一
也
。
一
年
一
度
遣
レ
使
、
謂
二
之
聘
一
︿
私
案
、
朝
聘
以
下
、
可
レ
在
二レ
治
部
省
一
﹀。

■
『
令
集
解
』
職
員
令
一
六　

治
部
省
条　
「
及
諸
蕃
朝
聘
」
項

謂
、
国
君
自
来
曰
レ
朝
、
使
二
�
大
夫
一
曰
レ
聘
。
釈
云
、
礼
記
王
制
篇
云
、
諸
侯
之
於
二
天
子
一
也
、
比
年
一
小
聘
、
三
年
一
大
聘
、
五
年

一
朝
。
注
云
、
比
年
毎
年
也
。
小
聘
使
二
大
夫
一、
大
聘
使
レ
�
、
朝
則
君
自
行
也
。︹
後
略
︺

　
『
令
集
集
』
で
は
朝
聘
の
定
義
に
つ
い
て
注
釈
を
加
え
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
中
国
礼
制
上
で
「
朝
」
と
「
聘
」
は
い
ず
れ
も
臣
下
が

君
主
の
も
と
へ
赴
く
こ
と
を
指
す
語
で
あ
り
、
臣
下
（
史
料
中
の
「
諸
侯
」「
国
君
」）
が
自
ら
赴
く
の
が
「
朝
」
で
、
代
理
人
（「
使
」「
�
・

大
夫
」）
を
派
遣
す
る
の
が
「
聘
」
で
あ
る
と
い
う
。
日
本
で
の
用
例
と
し
て
は
新
羅
使
・
渤
海
使
な
ど
の
来
航
を
指
し
て
用
い
ら
れ
、
隼
人

や
蝦
夷
の
よ
う
な
国
内
の
服
属
民
に
対
し
て
は
用
い
ら
れ
な
い）

（
（

。
な
お
、
朝
聘
す
べ
き
頻
度
に
つ
い
て
「
古
記
」
は
一
・
三
・
六
・
一
二
年
お

き
の
周
期
で
あ
る
と
し
、「
令
釈
」
は
『
礼
記
』
王
制
篇
を
引
用
し
て
一
・
三
・
五
年
お
き
の
周
期
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
新
羅
使
に
対
し
て

日
本
側
が
許
可
し
た
三
年
一
度
と
い
う
周
期
と
も
符
合
し
て
い
る
。

　
「
諸
蕃
朝
聘
」
や
「
諸
侯
之
於
天
子
」
な
ど
の
語
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
中
国
礼
制
に
お
け
る
朝
聘
規
定
は
君
臣
関
係
を
前
提
と

し
て
い
る
。
君
臣
間
の
上
下
関
係
が
あ
る
か
ら
こ
そ
君
主
が
臣
下
に
対
し
て
来
航
年
限
を
命
じ
て
秩
序
と
す
る
の
で
あ
り
、
互
い
に
同
等
の
立

場
で
あ
れ
ば
年
期
を
定
め
る
必
要
は
な
い
。
す
な
わ
ち
新
羅
が
日
本
に
対
し
て
行
っ
た
年
期
奏
請
は
二
国
間
の
君
臣
関
係
を
肯
定
す
る
行
為
で
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あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
石
井
正
敏
氏
は
、
尋
ね
る
諸
侯
と
裁
定
す
る
天
子
と
い
う
関
係
を
想
起
さ
せ
る
と
い
う
点
で
も
年
期
奏
請
は
日

本
を
喜
ば
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
及
し
て
い
る）

（
（

。
河
内
春
人
氏
も
外
交
に
お
け
る
年
期
制
の
意
義
に
つ
い
て
論
じ
る
中
で
、
年
期
奏
請
が
日

本
へ
の
恭
順
を
示
す
行
為
で
あ
っ
た
と
い
う
立
場
を
取
っ
て
い
る）
（1
（

。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
天
平
四
年
新
羅
使
は
「
朝
貢
」
の
姿
勢
を
前
面
に
打
ち
出
す
こ
と
で
日
本
と
の
緊
密
な
関
係
づ
く
り
を
進
め
よ
う
と
し

て
い
た
と
結
論
付
け
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
日
本
と
の
関
係
改
善
を
図
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
論
証
を
進
め
る
前
に
、
二
年
後
に
来
航
す

る
天
平
六
年
新
羅
使
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
天
平
四
年
新
羅
使
と
天
平
六
年
新
羅
使
と
の
間
の
連
続
性
（
も
し
く

は
断
絶
性
）
を
考
慮
す
る
こ
と
で
、
当
時
の
日
羅
関
係
を
さ
ら
に
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

（
二
）
天
平
六
年
（
七
三
四
）
新
羅
使
と
「
王
城
国
」

　
『
続
日
本
紀
』
に
よ
る
と
、
天
平
六
年
新
羅
使
は
一
二
月
に
大
宰
府
に
来
着
し
、
翌
年
天
平
七
年
（
七
三
五
）
に
金
相
貞
ら
が
入
京
し
た
。
大

宰
府
到
着
の
の
ち
入
京
す
る
と
い
う
流
れ
は
天
平
四
年
新
羅
使
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、入
京
後
の
朝
廷
と
の
や
り
取
り
で
問
題
が
起
き
た
。

■
天
平
七
（
七
三
五
）
年
二
月
癸
卯
（
一
七
日
）
条

新
羅
使
金
相
貞
等
入
京
。

■
天
平
七
年
二
月
癸
丑
（
二
七
日
）
条

遣
二
中
納
言
正
三
位
多
治
比
真
人
県
守
於
兵
部
曹
司
一、
問
二
新
羅
使
入
朝
之
旨
一、
而
新
羅
国
輙
改
二
本
号
一
曰
二
王
城
国
一。
因
レ
玆
返
二
却
其

使
一。

　

来
航
の
目
的
を
問
わ
れ
た
新
羅
使
は
、
新
羅
が
国
号
を
「
王
城
国
」
と
改
め
た
こ
と
を
朝
廷
に
表
明
し
た
。
朝
廷
は
こ
の
改
号
を
臣
下
ら
し

か
ら
ぬ
行
動
と
し
て
問
題
視
し
、
新
羅
使
に
帰
国
を
命
じ
た
。
年
期
奏
請
が
な
さ
れ
た
天
平
四
年
と
は
打
っ
て
変
わ
り
、
日
本
と
新
羅
の
関
係

に
緊
張
が
生
じ
て
い
る
。
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両
国
の
摩
擦
を
物
語
る
の
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
二
年
後
の
天
平
八
年
（
七
三
六
）
に
阿
部
朝
臣
継
麻
呂
を
大
使
と
す
る
遣
新
羅
使
一
行

が
新
羅
へ
出
発
し
た
が）
（（
（

、
翌
年
帰
国
し
た
彼
ら
が
も
た
ら
し
た
報
告
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

■
天
平
九
年
（
七
三
七
）
二
月
己
未
（
一
五
日
）
条

遣
新
羅
使
奏
、「
新
羅
国
失
二
常
礼
一、
不
レ
受
二
使
旨
一
」。
於
レ
是
召
二
五
位
已
上
并
六
位
已
下
官
人
惣
卌
五
人
于
内
裏
一、
令
レ
陳
二
意
見
一。

　

阿
部
継
麻
呂
ら
は
新
羅
か
ら
「
常
礼
を
失
し
た
」
待
遇
を
受
け
た
た
め
、
使
節
の
任
務
を
果
た
せ
な
い
ま
ま
帰
国
し
た
と
い
う
。
こ
の
報
告

を
受
け
た
朝
廷
で
は
、
官
人
ら
に
よ
る
討
論
が
な
さ
れ
た
。
討
論
で
は
「
遣
レ
使
問
二
其
由
一
」
や
「
発
レ
兵
加
二
征
伐
一
」
と
い
っ
た
意
見
が
奏

上
さ
れ
た
ほ
か）
（1
（

、
伊
勢
神
宮
・
大
神
（
三
輪
）
社
・
筑
紫
住
吉
社
・
宇
佐
八
幡
宮
・
香
椎
宮
の
五
社
に
遣
使
奉
幣
が
な
さ
れ
、
新
羅
の
無
礼
が

諸
社
に
報
告
さ
れ
た）
（1
（

。
奉
幣
先
の
多
く
が
外
交
の
玄
関
口
で
あ
る
筑
紫
の
諸
社
（
住
吉
社
・
宇
佐
八
幡
宮
・
香
椎
宮
）
か
ら
選
ば
れ
て
い
る
だ

け
で
な
く
、
住
吉
社
と
大
和
国
の
大
神
社
は
神
功
皇
后
の
新
羅
遠
征
伝
承
に
ゆ
か
り
が
あ
り
、
香
椎
宮
は
仲
哀
天
皇
と
神
功
皇
后
を
祭
神
と
す

る
。
こ
の
よ
う
に
、
諸
社
へ
の
奉
幣
は
新
羅
征
討
へ
の
強
い
意
欲
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
天
平
四
年
新
羅
使
が
年
期
奏
請
願
を
通
じ
て
日
本
へ
の
接
近
を
図
っ
た
の
と
は
一
転
し
て
、
天
平
六
年
新
羅
使
お
よ
び
天

平
九
年
帰
国
の
遣
新
羅
使
で
は
日
本
と
新
羅
の
対
立
が
顕
在
化
し
て
い
る
。

（
三
）
先
行
研
究
の
再
検
討　

―
渤
海
が
日
羅
関
係
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
―

　

本
稿
に
お
け
る
大
き
な
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
が
、
な
ぜ
天
平
四
年
と
天
平
六
年
以
降
と
で
新
羅
の
態
度
が
一
変
す
る
の
か
と
い
う
問
題
の
解
明

で
あ
る
。

　

新
羅
使
が
日
本
に
来
航
し
た
頻
度
は
、
七
世
紀
後
半
で
は
一
～
二
年
お
き
だ
が
、
八
世
紀
前
半
に
は
三
～
五
年
お
き
の
来
航
に
な
っ
て
い

く
。
来
航
頻
度
が
低
下
す
る
だ
け
で
な
く
、
八
世
紀
半
ば
か
ら
は
天
平
六
年
の
「
王
城
国
」
事
件
を
は
じ
め
と
し
て
、
天
平
一
五
年
（
七
四

三
）・
天
平
宝
字
四
年
（
七
六
〇
）・
天
平
宝
字
七
年
（
七
六
三
）・
神
護
景
雲
三
年
（
七
六
九
）・
宝
亀
五
年
（
七
七
四
）
の
六
例
で
日
本
が
新
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羅
使
の
命
令
違
反
や
違
例
を
問
責
し
て
お
り
、
両
国
の
摩
擦
が
顕
在
化
し
て
く
る
。

　

従
来
の
通
説
で
は
、
日
本
と
新
羅
の
関
係
を
左
右
し
た
主
な
要
因
と
し
て
、
内
政
面
で
は
政
治
・
経
済
の
発
展
お
よ
び
華
夷
思
想
の
形
成
が

酒
寄
雅
志
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た）
（1
（

。
政
治
・
経
済
が
発
展
し
、
文
化
的
に
も
成
長
を
遂
げ
た
日
本
と
新
羅
は
そ
れ
ぞ
れ
自
国
を
頂
点
と

す
る
華
夷
思
想
を
形
成
し
て
い
き
、「
朝
貢
」
を
要
求
す
る
日
本
の
外
交
姿
勢
に
対
し
て
新
羅
が
拒
否
反
応
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
外
交
上
で
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
る
の
が
、
同
時
期
に
勃
発
し
た
唐
・
渤
海
戦
争
で
あ
る
。
当
時
の
新
羅
は
隣
国
の
渤
海
と

緊
張
関
係
に
あ
り
、
も
し
も
日
本
が
渤
海
に
与
す
れ
ば
、
新
羅
は
日
本
と
渤
海
に
挟
撃
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
日
本
と
の
関
係
を
良

好
に
保
つ
こ
と
は
交
易
に
よ
る
潤
沢
な
経
済
利
益
を
確
保
す
る
こ
と
に
も
繋
が
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
安
全
保
障
や
交
易
促
進
と
い
う
要
因
に

つ
い
て
も
従
来
か
ら
広
く
論
じ
ら
れ
て
き
た）
（1
（

。

　

安
全
保
障
と
い
う
観
点
か
ら
、
改
め
て
日
羅
関
係
に
対
す
る
渤
海
の
影
響
力
を
見
て
み
る
。
渤
海
は
六
九
八
年
に
中
国
東
北
地
方
に
勃
興

し
、
や
が
て
そ
の
領
域
は
朝
鮮
半
島
北
部
か
ら
シ
ベ
リ
ア
沿
岸
地
方
に
ま
で
及
び
、「
海
東
の
盛
国
」
と
称
さ
れ
る
ほ
ど
の
繁
栄
を
誇
る
に

至
っ
た）
（1
（

。
建
国
当
初
は
突
厥
と
通
交
し
て
お
り
唐
と
の
国
交
は
な
か
っ
た
が
、
七
一
三
年
に
唐
か
ら
渤
海
郡
王
と
し
て
冊
命
さ
れ
た
の
ち
は
毎

年
唐
へ
朝
貢
す
る
よ
う
に
な
り
、
唐
と
の
関
係
を
深
め
て
い
く
。
渤
海
と
日
本
と
の
通
交
は
神
亀
四
年
（
七
二
七
）
に
始
ま
る
が
、
そ
の
動
機

は
新
羅
へ
の
対
抗
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る）
（1
（

。
渤
海
が
勢
力
を
拡
大
す
る
に
つ
れ
、
新
羅
と
渤
海
と
の
緊
張
は
強
ま
っ
て
い
っ
た
。
新
羅
が
渤
海
を

警
戒
と
畏
怖
の
対
象
と
し
て
見
て
い
た
こ
と
は
、
李
成
市
氏
が
『
新
唐
書
』
新
羅
伝
所
載
「
長
人
」
記
事
に
関
す
る
考
察
で
指
摘
し
て
い
る）
（1
（

。

　

ま
た
、
新
羅
が
渤
海
対
策
に
乗
り
出
し
て
い
た
こ
と
は
、『
三
国
史
記
』
新
羅
本
紀
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
七
二
一
年
（
新
羅
聖
徳
王
二

〇
）
に
は
「
徴
二
何
瑟
羅
道
丁
夫
二
千
一、
築
二
長
城
於
北
境
一
」
と
あ
る
よ
う
に
、
渤
海
と
の
国
境
に
長
城
を
築
い
た）
（1
（

。
ま
た
翌
七
二
二
年
（
聖

徳
王
二
一
）に
は
「
築
二
毛
伐
郡
城
一、
以
遮
二
日
本
賊
路
一
」、
七
三
一
年（
聖
徳
王
三
〇
）
に
は
「
日
本
国
兵
船
三
百
艘
、
越
レ
海
襲
二
我
東
辺
一、

王
命
レ
将
出
レ
兵
、
大
破
レ
之
」
と
あ
り
、
新
羅
は
渤
海
を
警
戒
す
る
だ
け
で
な
く
日
本
の
襲
来
を
も
危
惧
し
て
い
た）
11
（

。
こ
う
し
た
背
景
か
ら
、

渤
海
と
日
本
が
共
謀
し
て
新
羅
に
侵
攻
す
る
危
険
を
避
け
る
た
め
、
新
羅
が
日
本
と
の
関
係
を
良
好
に
保
と
う
と
し
て
い
た
可
能
性
は
十
分
に
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考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
前
述
し
た
と
お
り
、
天
平
六
年
新
羅
使
が
も
た
ら
し
た
「
王
城
国
」
事
件
の
の
ち
、
日
本
と
新
羅
の
間
で
は
摩
擦
が
増
加
し

て
い
く
。

　

天
平
六
年
（
七
三
四
）
時
点
で
は
、
新
羅
と
渤
海
の
緊
張
関
係
は
収
束
す
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
緊
張
の
一
途
を
辿
っ
て
い
た
。
七
三
二
年

か
ら
七
三
五
年
ま
で
は
唐
・
渤
海
戦
争
が
勃
発
し
て
お
り
、
新
羅
も
唐
に
協
力
し
て
対
渤
海
戦
を
展
開
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
次
に
挙
げ
る

の
は
新
羅
の
出
兵
と
そ
の
後
の
経
過
を
示
す
史
料
で
あ
る
。

■
『
資
治
通
鑑
』
玄
宗　

開
元
二
一
年
（
七
三
三
）
正
月
庚
申
条

庚
申
、
命
二
太
僕
員
外
卿
金
思
蘭
一
使
二
于
新
羅
一、
発
レ
兵
撃
二
其
南
鄙
一。
会
二
大
雪
一
丈
余
、
山
路
阻
隘
、
士
卒
死
者
過
半
、
無
レ
功
而
還
。

武
藝
怨
二
門
藝
一
不
レ
已
、
密
遣
レ
客
刺
二
門
藝
於
天
津
橋
南
一、
不
レ
死
。
上
命
二
河
南
一
捜
二
捕
賊
党
一、
尽
殺
レ
之
。

　

こ
の
記
事
の
年
次
比
定
に
つ
い
て
古
畑
氏
は
、
七
三
三
年
正
月
庚
申
と
は
金
思
蘭
に
渤
海
征
討
命
令
が
下
さ
れ
た
日
で
あ
り
、
実
際
に
交
戦

が
な
さ
れ
た
の
は
同
年
冬
で
あ
っ
た
と
す
る）
1（
（

。
新
羅
と
渤
海
の
交
戦
は
『
資
治
通
鑑
』
の
ほ
か
『
三
国
史
記
』『
冊
府
元
亀
』
に
も
記
録
さ
れ

て
い
る
が
、
新
羅
は
風
雪
に
阻
ま
れ
て
苦
戦
し
、
撤
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
あ
る）
11
（

。
新
羅
は
再
度
の
出
兵
を
唐
に
請
願
し
、
七
三
四
年
七
月

に
は
唐
か
ら
攻
撃
命
令
の
勅
書
を
受
け
取
っ
た
が）
11
（

、
そ
の
後
新
羅
と
渤
海
は
再
び
戦
火
を
交
え
る
こ
と
な
く
、
七
三
五
年
に
唐
・
渤
海
戦
争
は

終
結
し
た）
11
（

。
新
羅
は
戦
功
の
褒
章
と
し
て
浿
江
（
現
在
の
大
同
江
）
以
南
の
地
域
を
唐
か
ら
に
割
譲
さ
れ）
11
（

、
本
格
的
に
北
進
政
策
を
展
開
す
る

よ
う
に
な
る）
11
（

。
渤
海
は
七
三
六
年
か
ら
唐
へ
の
朝
貢
を
再
開
し
、
北
方
地
域
で
突
厥
が
契
丹
・
奚
へ
の
侵
攻
を
計
画
し
た
際
に
は
唐
に
そ
の
情

報
を
密
告
す
る
な
ど
、
急
速
に
唐
と
の
和
親
を
深
め
て
い
っ
た
。
こ
う
し
て
七
三
五
年
の
戦
争
終
結
以
降
、
唐
・
新
羅
・
渤
海
の
三
国
関
係
は

新
た
な
局
面
に
突
入
し
て
い
く
。

　

さ
て
、
こ
う
し
た
唐
・
新
羅
・
渤
海
間
の
情
勢
か
ら
天
平
六
年
す
な
わ
ち
七
三
四
年
と
い
う
時
期
を
見
て
み
る
と
、
新
羅
使
が
本
国
を
出
発

し
た
時
点
で
は
唐
・
渤
海
戦
争
の
戦
況
は
い
ま
だ
予
断
を
許
さ
な
い
も
の
で
あ
っ
た）
11
（

。
し
た
が
っ
て
唐
・
渤
海
戦
争
の
収
束
が
引
き
金
と
な
っ
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て
天
平
六
年
新
羅
使
の
「
王
城
国
」
事
件
が
起
き
た
と
は
断
定
し
が
た
い
。
唐
・
渤
海
戦
争
以
外
の
何
ら
か
の
要
因
が
七
三
四
年
時
点
で
好
転

し
た
か
ら
こ
そ
、
新
羅
は
日
本
へ
の
態
度
を
翻
す
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

二　

国
際
情
勢
か
ら
の
視
点

（
一
）「
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
」
か
ら
見
る
日
羅
関
係

　

こ
こ
か
ら
は
、は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
広
域
的
な
視
点
か
ら
改
め
て
当
時
の
日
本
と
新
羅
の
関
係
を
再
考
し
て
い
く
。

　

先
行
研
究
で
は
、
唐
・
渤
海
・
新
羅
・
日
本
と
い
っ
た
東
ア
ジ
ア
諸
国
家
間
の
外
交
上
の
繋
が
り
に
つ
い
て
は
考
察
が
深
め
ら
れ
て
き
た

が
、
突
厥
や
契
丹
な
ど
の
周
辺
勢
力
の
動
向
が
日
羅
関
係
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ

て
い
な
い
。

　

し
か
し
菅
沼
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
八
世
紀
後
半
の
安
史
の
乱
に
至
る
前
、
唐
に
と
っ
て
の
外
交
上
の
脅
威
は
北
方
の
突
厥
と
西
方
の
吐

蕃
で
あ
り
、
唐
は
常
に
両
方
面
の
情
勢
を
注
視
し
な
が
ら
、
一
方
と
和
睦
し
な
が
ら
一
方
へ
軍
備
を
集
中
さ
せ
る
な
ど
の
戦
略
を
駆
使
し
て
、

自
国
の
勢
力
拡
張
と
防
衛
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
っ
て
い
た）
11
（

。
ま
た
新
羅
も
唐
・
渤
海
戦
争
で
唐
を
援
護
す
る
な
ど
、
唐
の
外
交
政
策
と
密
接
に
結

び
付
く
こ
と
で
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
勢
力
拡
張
を
図
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
日
羅
関
係
と
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
情
勢
と
は
間
接
的
に
連
関

し
て
い
た
可
能
性
が
想
定
で
き
る
。

　

そ
こ
で
本
章
で
は
『
資
治
通
鑑
』『
旧
唐
書
』『
新
唐
書
』『
冊
府
元
亀
』
等
の
史
料
を
根
拠
と
し
て
、
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
情
勢
と
天
平
四
年
・

天
平
六
年
新
羅
使
の
動
向
と
を
比
較
対
照
し
て
い
く
。
な
お
、
八
世
紀
の
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
勢
力
図
は
次
ペ
ー
ジ
の
と
お
り
で
あ
る
。
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新
羅

渤
海

唐

長
安

洛
陽

突
厥

（
8
世

紀
半

ば
に

滅
亡

）

ウ
イ
グ
ル

（
8
世

紀
後

半
か

ら
台

頭
）

吐
蕃

　
突
騎
施

昆
倫
山
脈

天
山

山
脈

ア
ル
タ
イ
山
脈

金
城

ラ
サ

契
丹

・奚

地
名

各
勢
力
の
領
域

山
脈

河
川

〇

ヒ

マ
ラ
ヤ
山
脈

東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
勢
力
図

（
譚

其
驤

主
編

『
中

国
歴

史
地

図
集

』
を

も
と

に
2
0
1
9
年

谷
田

作
成

）

吐
蕃

ラ
サ

渤
海

新
羅

新
羅

契
丹

・奚

唐

長
安

洛
陽

倫
山
脈

太
行

山
脈

葛
羅
禄

突
騎
施

葛
羅
禄

突
厥

（
8
世

紀
半

ば
に

滅
亡

）

ウ
イ
グ
ル

（
8
世

紀
後

半
か

ら
台

頭
）

ア
ル
タ
イ
山
脈

室
韋

上
京
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（
二
）
天
平
四
年
お
よ
び
天
平
六
年
新
羅
使
に
つ
い
て
の
再
考

（
ア
）
天
平
四
年
新
羅
使
に
つ
い
て　

―
北
方
の
動
揺
と
「
年
期
奏
請
」
―

　

天
平
四
年
新
羅
使
到
来
の
直
前
期
か
ら
遡
っ
て
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
情
勢
を
見
て
い
く
と
、
七
三
〇
年
（
天
平
二
年
、
唐
暦
で
は
玄
宗
の
開
元

一
八
年
、
新
羅
で
は
聖
徳
王
二
九
年
）
は
西
方
で
戦
争
が
終
わ
り
、
そ
れ
と
同
時
に
北
方
で
戦
争
が
始
ま
る
と
い
う
、
国
際
情
勢
の
転
換
点
と

な
る
年
で
あ
っ
た
。『
資
治
通
鑑
』
に
は
以
下
の
よ
う
に
載
っ
て
い
る
。

■
『
資
治
通
鑑
』
玄
宗　

開
元
一
八
年
（
七
三
〇
）
五
月
条

吐
蕃
遣
レ
使
致
レ
書
二
於
境
上
一
求
レ
和
。

初
、
契
丹
王
李
邵
固
遣
二
可
突
干
一
入
貢
、
同
平
章
事
李
元
絋
不
レ
礼
焉
。
左
丞
相
張
説
謂
レ
人
曰
、「
奚
・
契
丹
必
叛
。
可
突
干
狡
而
很
、

専
二
其
国
政
一
久
矣
、
人
心
附
レ
之
。
今
失
二
其
心
一、
必
不
レ
来
矣
。」 

己
酉
、
可
突
干
弑
二
邵
固
一
、
帥
二
其
国
人
一
并
脅
二
奚
衆
一
假
二
降
突
厥
一、
奚
王
李
魯
蘇
及
其
妻
韋
氏
・
邵
固
妻
陳
氏
皆
来
奔
。
制
二
幽
州
長

史
趙
含
章
一
討
レ
之
、
又
命
二
中
書
舎
人
裴
寛
・
給
事
中
薛
侃
等
一
於
関
内
・
河
東
・
河
南
・
北
分
道
募
二
勇
士
一。

　

七
三
〇
年
五
月
、
西
方
で
は
唐
と
吐
蕃
が
休
戦
和
睦
し
、
会
盟
に
向
け
た
交
渉
を
開
始
し
た
。
そ
れ
と
同
時
期
に
北
方
の
契
丹
で
は
内
乱
が

発
生
し
、
契
丹
王
を
殺
害
し
た
可
突
干
が
国
人
を
率
い
て
突
厥
に
帰
順
し
た
。
そ
こ
で
唐
は
内
乱
を
鎮
圧
す
る
た
め
に
契
丹
に
出
兵
す
る
。

　

そ
の
の
ち
唐
は
数
年
に
わ
た
っ
て
対
契
丹
戦
に
兵
力
を
傾
け
た
。
七
三
二
年
（
開
元
二
〇
年
）
正
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
は
契
丹
・
奚
と
の

交
戦
が
繰
り
返
さ
れ
た
が）
11
（

、
戦
局
は
拡
大
す
る
一
方
だ
っ
た
。
六
月
に
は
さ
ら
に
突
厥
や
室
韋
が
挙
兵
し
た
ほ
か）
1（
（

、
九
月
に
は
渤
海
が
登
州
へ

侵
攻
し
（
唐
・
渤
海
戦
争
の
勃
発）
11
（

）、
北
方
地
域
全
体
が
戦
争
状
態
に
突
入
し
た
。
そ
し
て
前
述
の
と
お
り
、
翌
七
三
三
年
正
月
に
新
羅
が
渤

海
と
交
戦
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
唐
・
新
羅
に
と
っ
て
北
方
情
勢
が
危
険
を
増
し
て
い
る
状
況
下
で
は
、
新
羅
は
安
全
保
障
の
観
点
か
ら
日
本
と
良
好
な
関
係
を

保
つ
必
要
が
あ
っ
た
。
も
し
も
日
本
が
渤
海
に
協
力
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
新
羅
の
北
進
政
策
の
妨
げ
と
な
る
だ
け
で
な
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く
、
日
本
と
渤
海
に
挟
撃
さ
れ
る
危
険
性
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
た
め
天
平
四
年
に
新
羅
は
日
本
へ
使
節
を
派
遣
し
、
年
期
奏
請
を

行
っ
た
の
で
あ
る
。

（
イ
）
神
亀
三
年
（
七
二
六
）
以
来
、
新
羅
使
が
六
年
間
途
絶
し
た
背
景
に
つ
い
て

　

こ
こ
で
少
し
本
論
か
ら
逸
れ
る
が
、
天
平
四
年
新
羅
使
が
神
亀
三
年
（
七
二
六
）
以
来
六
年
ぶ
り
に
来
航
し
た
使
節
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い

て
言
及
し
た
い
。
な
ぜ
前
回
か
ら
六
年
も
の
期
間
が
空
い
た
の
か
を
考
察
し
て
み
る
と
、
こ
こ
に
も
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
情
勢
の
変
動
が
起
因
し

て
い
る
。

　

当
時
、
ビ
ル
ゲ
可
汗
を
君
主
と
す
る
突
厥
は
北
方
に
お
い
て
強
盛
を
誇
っ
て
お
り
、
唐
に
対
し
て
和
親
と
公
主
降
嫁
を
繰
り
返
し
要
求
し
て

い
た
。
し
か
し
唐
は
突
厥
が
唐
へ
の
侵
攻
を
企
て
て
い
る
の
で
は
と
疑
い
、
突
厥
の
再
三
の
要
求
を
拒
み
続
け
て
い
た）
11
（

。
ま
た
、
西
方
の
于
闐

（
ホ
ー
タ
ン
）
が
突
厥
と
内
通
し
て
い
る
と
し
て
于
闐
王
を
処
刑
し）
11
（

、
突
厥
と
の
境
界
付
近
に
兵
力
を
配
備
す
る
な
ど）
11
（

、
唐
と
突
厥
の
間
の
緊

張
は
日
ご
と
に
増
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
中
で
、
七
二
七
年
に
ビ
ル
ゲ
可
汗
は
唐
に
和
親
を
求
め
て
再
び
遣
使
し
た
。
こ
の
時
に
突
厥
使
が
友

好
の
し
る
し
と
し
て
持
参
し
た
の
は
吐
蕃
か
ら
の
密
書
で
あ
っ
た
。

■
『
資
治
通
鑑
』
玄
宗　

開
元
一
五
年
（
七
二
七
）
九
月
丙
戌
条

突
厥
毗
伽
可
汗
遣
二
其
大
臣
梅
録
啜
一
入
貢
。
吐
蕃
之
寇
二
瓜
州
一
也
、
遣
二
毗
伽
書
一、
欲
二
與
レ
之
俱
入
寇
一、
毗
伽
并
献
二
其
書
一。
上
嘉
レ
之
、

聴
三
於
西
受
降
城
為
二
互
市
一、
毎
歳
齎
二
縑
帛
数
十
萬
匹
一
就
市
二
戎
馬
一、
以
助
二
軍
馬
一、
且
為
二
監
牧
之
種
一。
由
レ
是
国
馬
益
壮
焉
。

　

こ
の
行
動
を
評
価
し
て
、
つ
い
に
唐
は
突
厥
と
の
和
睦
を
認
め
た
。
そ
の
後
吐
蕃
は
唐
へ
侵
攻
を
開
始
し
た
が
、
突
厥
が
吐
蕃
側
に
つ
く
こ

と
は
な
か
っ
た
た
め
唐
は
西
方
に
兵
力
を
集
中
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
よ
う
に
唐
・
突
厥
の
和
睦
に
よ
っ
て
北
方
情
勢
が
安
定
し
た
こ
と

で
、
安
全
保
障
の
た
め
に
日
本
と
の
関
係
づ
く
り
を
進
め
る
必
要
性
が
低
下
し
た
。
こ
の
た
め
神
亀
三
年
以
後
、
北
方
情
勢
が
再
び
大
規
模
な

混
乱
を
迎
え
る
ま
で
の
六
年
間
、
新
羅
使
の
派
遣
が
一
時
的
に
途
絶
え
て
い
た
の
だ
と
推
測
で
き
る
。
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（
ウ
）
天
平
六
年
新
羅
使
に
つ
い
て　

―
北
方
の
安
定
と
「
王
城
国
」
―

　

続
い
て
天
平
六
年
新
羅
使
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
前
述
の
と
お
り
、
こ
の
新
羅
使
は
天
平
六
年
（
七
三
四
）
一
二
月
に
来
着
し
た
。
そ
し
て

翌
年
二
月
に
入
京
し
た
際
に
「
王
城
国
」
へ
の
改
号
を
表
明
し
た
こ
と
が
日
本
の
反
発
を
買
う
。
こ
の
時
期
の
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
情
勢
は
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

七
三
〇
年
か
ら
始
ま
っ
た
北
方
で
の
争
乱
は
、
七
三
四
年
（
開
元
二
二
年
）
六
月
に
幽
州
節
度
使
が
契
丹
を
大
破
し
た
こ
と
を
皮
切
り
に
唐

側
の
優
勢
に
転
じ
て
い
っ
た）
11
（

。
一
二
月
に
は
幽
州
節
度
使
が
契
丹
王
ら
を
処
刑
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
唐
と
契
丹
の
戦
い
は
終
結
す
る）
11
（

。
さ
ら
に

は
突
厥
の
ビ
ル
ゲ
可
汗
が
側
近
か
ら
毒
を
盛
ら
れ
て
死
去
し
た
こ
と
で
、
急
速
に
北
方
情
勢
は
鎮
静
化
し
て
い
っ
た）
11
（

。
そ
の
後
七
三
六
年
か
ら

は
史
料
上
で
北
方
に
お
け
る
交
戦
記
事
が
激
減
す
る
た
め
、
北
方
情
勢
が
安
定
し
た
の
は
七
三
六
年
ご
ろ
と
推
定
で
き
る
。

　

さ
て
、
新
羅
使
が
日
本
に
来
航
し
た
の
は
七
三
四
年
一
二
月
で
あ
り
、
契
丹
王
の
処
刑
が
な
さ
れ
、
ま
た
突
厥
可
汗
の
死
を
伝
え
る
告
喪
使

が
唐
に
到
来
し
た
の
も
こ
の
月
で
あ
っ
た
。
新
羅
使
が
い
つ
本
国
を
出
発
し
、
出
発
時
点
で
戦
況
に
関
し
て
ど
れ
だ
け
の
情
報
を
入
手
し
て
お

り
、
そ
し
て
日
本
到
着
か
ら
入
京
す
る
ま
で
の
二
か
月
間
に
新
た
な
情
報
を
得
る
機
会
が
あ
っ
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

　

し
か
し
仮
に
新
羅
が
契
丹
や
突
厥
の
劣
勢
を
察
知
し
て
い
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
北
方
地
域
全
体
が
争
乱
状
態
に
陥
っ
て
い
る
（
し
か
も

唐
・
渤
海
戦
争
も
継
続
し
て
い
る
）
中
で
新
羅
は
あ
え
て
危
険
を
冒
し
て
日
本
を
挑
発
し
た
こ
と
に
な
る
。
や
は
り
新
羅
が
当
時
の
東
部
ユ
ー

ラ
シ
ア
情
勢
の
動
向
を
把
握
し
た
上
で
日
本
へ
の
対
応
を
決
定
し
た
と
考
え
る
ほ
う
が
、「
王
城
国
」
を
名
乗
っ
た
動
機
の
整
合
性
や
新
羅
使

が
派
遣
さ
れ
た
時
機
的
な
整
合
性
が
と
れ
る
。

（
エ
）
天
平
九
年
の
遣
新
羅
使
に
つ
い
て

　
「
王
城
国
」
事
件
後
、
天
平
九
年
（
七
三
七
）
に
新
羅
か
ら
帰
国
し
た
遣
新
羅
使
が
「
新
羅
国
失
二
常
礼
一
」
の
旨
を
奏
上
し
、
朝
廷
で
は
新
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羅
征
討
の
議
論
が
起
き
た
（
第
一
章
（
二
）
参
照
）。
こ
の
時
期
の
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
情
勢
を
見
て
み
る
と
、
北
方
情
勢
が
安
定
す
る
の
と
入

れ
替
わ
る
よ
う
に
西
方
で
紛
争
が
勃
発
し
て
い
る
。『
資
治
通
鑑
』
に
、
唐
と
吐
蕃
の
間
で
開
元
会
盟
が
結
ば
れ
て
か
ら
破
棄
さ
れ
る
ま
で
の

経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
。

■
『
資
治
通
鑑
』
玄
宗　

開
元
二
五
年
（
七
三
七
）
二
月
己
亥
条

河
西
節
度
使
崔
希
逸
襲
二
吐
蕃
一、
破
二
之
於
青
海
西
一。

初
、
希
逸
遣
レ
使
謂
二
吐
蕃
乞
力
徐
一
曰
、「
両
国
通
交
、
今
為
二
一
家
一、
何
必
更
置
レ
兵
守
捉
、
妨
二
人
耕
牧
一。
請
皆
罷
レ
之
。」
乞
力
徐
言
二

必
不
一レ
欺
。
然
朝
廷
未
下
必
専
中
以
二
辺
事
一
相
委
上、
万
一
有
三
姦
レ
人
交
二
闘
其
間
一、
掩
レ
吾
不
レ
備
、
悔
レ
之
何
及
。」
希
逸
固
請
、
乃
刑
二
白

狗
一
為
レ
盟
、
各
去
二
守
備
一、
於
レ
是
吐
蕃
罷
レ
兵
。

時
吐
蕃
西
撃
二
勃
律
一、
勃
律
来
告
レ
急
、
上
命
二
吐
蕃
罷
一レ
兵
、
吐
蕃
不
レ
奉
レ
詔
、
遂
破
二
勃
律
一、
上
甚
怒
。︹
中
略
︺︹
趙
︺
恵
琮
等
至
、

則
矯
レ
詔
令
二
希
逸
襲
一
レ
之
。
希
逸
不
レ
得
レ
已
、
発
レ
兵
自
二
涼
州
南
一
入
二
吐
蕃
一
二
千
余
里
、
至
二
青
海
西
一、
与
二
吐
蕃
一
戦
、
大
破
レ
之
、

斬
首
二
千
余
級
、
乞
力
徐
脱
レ
身
走
。
恵
琮
・︹
孫
︺
誨
皆
受
二
厚
賞
一、
自
レ
是
吐
蕃
復
絶
二
朝
貢
一。

　

こ
の
史
料
に
よ
る
と
、
会
盟
が
破
棄
さ
れ
た
発
端
は
吐
蕃
の
勃
律
へ
の
侵
攻
で
あ
っ
た
。
勃
律
は
唐
が
羈
縻
支
配
下
に
置
い
て
い
た
西
域
の
小

国
で
あ
る
。
こ
の
た
め
唐
は
吐
蕃
の
侵
攻
を
会
盟
に
背
く
行
為
と
み
な
し
、
吐
蕃
へ
の
攻
撃
を
開
始
す
る
。
す
で
に
北
方
情
勢
が
安
定
し
て
い

た
た
め
、
唐
は
西
方
に
兵
力
を
集
中
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
河
西
節
度
使
の
崔
希
逸
が
吐
蕃
を
攻
撃
し
、
両
国
は
戦
争
状
態
に
突
入
し

た
。

　

一
方
で
北
方
情
勢
は
安
定
し
て
い
た
た
め
、
新
羅
は
天
平
四
年
に
引
き
続
い
て
日
本
に
対
し
て
強
気
な
外
交
姿
勢
を
見
せ
る
こ
と
が
で
き

た
。
な
お
か
つ
新
羅
は
聖
徳
王
の
死
去
に
と
も
な
っ
て
孝
成
王
が
即
位
し
、
唐
か
ら
冊
封
を
受
け
た
ば
か
り
で
あ
っ
た）
11
（

。
日
本
に
対
し
て
強
気

な
外
交
姿
勢
を
と
る
こ
と
で
新
王
の
存
在
感
を
国
内
外
に
示
そ
う
と
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
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（
オ
）
小
結

　

以
上
、
第
二
章
で
は
天
平
新
羅
使
と
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
情
勢
と
の
連
関
性
に
つ
い
て
論
証
し
た
。
本
章
の
要
旨
は
以
下
の
二
点
で
あ
る
。

①
天
平
四
年
新
羅
使
に
つ
い
て

　

七
三
〇
年
の
契
丹
内
乱
を
皮
切
り
に
、
突
厥
・
奚
・
渤
海
な
ど
の
北
方
勢
力
が
次
々
と
唐
と
開
戦
し
た
。
新
羅
は
北
方
地
域
に
お
け
る
孤
立

の
危
険
を
回
避
す
る
た
め
に
も
、
ま
た
渤
海
に
対
し
て
兵
力
を
集
中
さ
せ
る
た
め
に
も
、
日
本
と
親
交
を
結
ぶ
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
七

三
二
年
に
新
羅
は
六
年
ぶ
り
に
日
本
へ
遣
使
し
、
年
期
奏
請
を
行
っ
た
。

②
天
平
六
年
新
羅
使
に
つ
い
て

　

七
三
四
年
に
は
突
厥
・
契
丹
に
対
し
て
唐
が
優
勢
と
な
り
、
北
方
地
域
の
情
勢
は
安
定
す
る
。
そ
の
た
め
新
羅
は
日
本
と
の
親
交
に
腐
心
す

る
必
要
が
な
く
な
り
、「
王
城
国
」
と
名
乗
っ
て
新
羅
が
日
本
に
従
属
す
る
立
場
で
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
そ
の
後
も
北
方
情
勢
は
安
定
し
て

い
た
た
め
、
七
三
四
年
以
降
は
新
羅
と
日
本
と
の
対
立
が
増
加
し
た
。

三　

東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
情
勢
と
日
羅
関
係
の
比
較　

―
六
九
〇
年
代
か
ら
七
六
〇
年
代
ま
で
―

　

第
二
章
ま
で
は
、
天
平
年
間
の
前
後
に
か
け
て
の
日
羅
関
係
が
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
情
勢
と
の
連
関
性
を
有
し
て
い
た
と
い
う
仮
説
に
基
づ
い

て
論
証
し
て
き
た
。
第
三
章
で
は
、
よ
り
長
期
的
な
時
代
範
囲
に
お
い
て
も
こ
の
仮
説
が
成
立
す
る
か
ど
う
か
を
検
証
し
て
い
く
。

　

対
象
と
し
て
抽
出
す
る
時
代
範
囲
は
、
渤
海
が
建
国
す
る
六
九
〇
年
後
半
か
ら
安
史
の
乱
が
収
束
す
る
七
六
〇
年
代
前
半
ま
で
の
約
一
世
紀

で
あ
る
。
こ
の
時
代
範
囲
の
特
徴
は
、
ひ
と
つ
は
新
羅
と
渤
海
の
対
立
関
係
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
点
、
も
う
ひ
と
つ
は
唐
が
東
部
ユ
ー
ラ

シ
ア
に
お
い
て
一
定
の
影
響
力
を
有
し
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
り
、
こ
の
ふ
た
つ
の
特
徴
は
天
平
新
羅
使
の
時
期
と
も
共
通
し
て
い
る
。
天
平

年
間
と
類
似
性
の
あ
る
時
代
範
囲
内
で
の
比
較
検
討
を
行
い
、
日
羅
関
係
と
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
情
勢
と
の
間
に
継
続
的
な
連
関
性
が
見
出
せ
る
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か
を
確
認
し
、
本
稿
の
締
め
く
く
り
と
す
る
。
ま
た
紙
幅
の
関
係
上
、
本
文
中
に
史
料
を
引
用
す
る
こ
と
は
避
け
、
典
拠
は
適
宜
文
末
註
に
記

載
す
る
。

（
一
）
六
九
〇
年
代
後
半　

渤
海
建
国

　

渤
海
は
六
九
八
年
に
、
は
じ
め
振
（
震
）
国
と
し
て
樹
立
し
た
。

　

こ
の
時
期
の
日
羅
関
係
は
お
お
む
ね
良
好
で
あ
る
。
新
羅
使
は
二
～
三
年
お
き
に
来
航
し
て
お
り
、
渤
海
建
国
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な

特
別
の
変
化
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
前
後
で
唯
一
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
の
は
持
統
三
年
（
六
八
九
）
で
、
天
武
天
皇
崩
御
の
弔
問
の
た
め
来
航

し
た
新
羅
使
の
身
分
が
低
い
こ
と
や
、
前
年
に
日
本
か
ら
新
羅
へ
告
喪
使
を
派
遣
し
た
際
の
新
羅
側
の
応
対
が
軽
微
で
あ
っ
た
こ
と
が
問
題
視

さ
れ
て
い
る）
11
（

。

　

東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
情
勢
か
ら
見
て
み
る
と
、
こ
の
時
期
の
各
地
の
勢
力
図
は
い
ま
だ
流
動
的
で
あ
り
、
新
た
な
勢
力
の
台
頭
や
支
配
権
を
巡

る
交
戦
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
各
勢
力
の
自
立
と
連
繋
へ
の
動
き
に
つ
い
て
は
菅
沼
氏
が
論
述
し
て
い
る）
1（
（

。
六
九
〇
年
代
後
半
に

お
い
て
、
唐
は
西
方
の
吐
蕃
と
の
戦
争
の
ほ
か
、
並
行
し
て
北
方
の
突
厥
・
契
丹
と
も
交
戦
し
て
い
た
。
ま
た
、
新
羅
と
唐
は
朝
鮮
半
島
の
支

配
を
巡
っ
て
緊
張
関
係
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
不
安
定
な
情
勢
下
で
あ
っ
た
た
め
、
新
羅
に
と
っ
て
は
日
本
と
の
親
交
を
維
持
す
る
の
が
得
策

で
あ
っ
た
。（

二
）
七
〇
〇
年
代
～
七
二
〇
年
代　

突
厥
と
吐
蕃
の
台
頭

　

日
羅
関
係
の
対
立
は
、
新
羅
使
や
遣
新
羅
使
の
交
流
の
上
で
は
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
『
三
国
史
記
』
に
よ
る
と
七
二
〇
年
代
以
降
、
新
羅

は
渤
海
や
日
本
を
警
戒
し
て
長
城
や
毛
伐
城
を
築
い
て
お
り）
11
（

、
水
面
下
で
は
日
羅
関
係
が
冷
却
化
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

こ
の
時
期
の
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
情
勢
は
前
半
と
後
半
に
分
け
ら
れ
る
。
ま
ず
前
半
期
の
七
〇
〇
年
代
は
、
西
北
二
方
面
で
唐
と
吐
蕃
・
突
厥

と
の
戦
争
が
勃
発
し
て
お
り
、
唐
に
と
っ
て
は
兵
力
を
二
方
面
に
割
か
ね
ば
な
ら
な
い
苦
し
い
戦
局
で
あ
っ
た
。
し
か
し
後
半
期
の
七
一
〇
年
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代
～
七
二
〇
年
代
半
ば
に
な
る
と
、
唐
と
吐
蕃
が
七
〇
六
年
（
唐
暦
で
は
中
宗
の
神
龍
二
年
）
に
和
睦
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に）
11
（

、
唐
は
対
突

厥
戦
争
に
兵
力
を
集
中
し
て
い
っ
た）
11
（

。
こ
の
結
果
、
唐
・
突
厥
戦
争
は
徐
々
に
収
束
に
向
か
い
、
最
終
的
に
七
二
七
年
（
玄
宗
の
開
元
一
五

年
）
に
唐
と
突
厥
は
和
睦
す
る）
11
（

。

　

北
方
情
勢
が
安
定
化
す
る
に
つ
れ
て
新
羅
が
日
本
に
接
近
す
る
必
要
性
は
薄
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
七
二
七
年
か
ら
日
本
と
渤
海
が

通
交
を
開
始
し
た
た
め
、
こ
の
こ
と
が
新
羅
の
新
た
な
懸
念
を
引
き
起
こ
し
た
。
日
本
と
渤
海
が
結
託
し
て
朝
鮮
半
島
の
支
配
を
脅
か
す
可
能

性
を
感
じ
取
っ
た
新
羅
は
、
表
面
上
は
従
来
ど
お
り
新
羅
使
を
派
遣
し
な
が
ら
、
水
面
下
で
毛
伐
城
の
築
城
な
ど
の
備
え
を
進
め
た
の
で
あ
ろ

う
。

（
三
）
七
三
〇
年
代　

北
方
勢
力
の
興
隆
と
天
平
新
羅
使

　

第
二
章
で
詳
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

（
四
）
七
四
〇
年
代
～
七
五
〇
年
代
前
半　

突
厥
の
滅
亡

　

天
平
六
年
の
「
王
城
国
」
事
件
以
後
、
新
羅
使
の
来
航
頻
度
は
や
や
低
下
し
て
三
～
四
年
程
度
と
な
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
三
年
に
一
度
の
年

期
を
守
っ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
、
日
羅
関
係
の
悪
化
を
示
す
事
象
と
は
言
い
が
た
い
。

　

し
か
し
明
瞭
な
対
立
も
起
き
て
い
る
。
天
平
一
五
年
（
七
四
三
）
に
新
羅
使
が
違
例
を
責
め
ら
れ
る
事
例
が
起
き
る
と）
11
（

、
そ
の
の
ち
来
航
頻

度
は
著
し
く
低
下
し
、
次
の
来
航
は
天
平
勝
宝
四
年
（
七
五
二）
11
（

）、
そ
の
次
は
天
平
宝
字
四
年
（
七
六
〇
）
の
来
朝
と
な
る
な
ど）
11
（

、
日
羅
間
の

外
交
に
は
大
き
な
空
白
期
間
が
生
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
天
平
勝
宝
四
年
の
新
羅
使
来
航
時
に
日
本
は
「
国
王
自
ら
来
朝
し
な
い
場
合

に
は
必
ず
表
文
を
持
参
せ
よ
」
と
要
求
し
て
い
る
。

　

こ
の
時
期
の
北
方
地
域
で
は
、
七
四
一
年
（
開
元
二
九
年
）
に
ビ
ル
ゲ
可
汗
が
暗
殺
さ
れ
た
の
を
機
に
、
突
厥
が
内
乱
状
態
に
突
入
す
る
。
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唐
は
ウ
イ
グ
ル
や
葛
邏
禄
（
カ
ル
ル
ク
）
な
ど
の
突
厥
の
傘
下
に
あ
っ
た
諸
部
族
を
扇
動
し
て
突
厥
を
攻
撃
さ
せ）
11
（

、
突
厥
の
弱
体
化
を
加
速
さ

せ
た
。
七
四
四
年
（
天
宝
三
年
）
に
突
厥
最
後
の
可
汗
が
殺
害
さ
れ
る
と
、
ウ
イ
グ
ル
の
骨
力
裴
羅
（
フ
ト
ル
ク
・
ボ
イ
ラ
）
が
独
立
し
て
可

汗
と
な
り
、
突
厥
は
つ
い
に
滅
亡
し
た）
11
（

。

　

突
厥
が
滅
亡
し
た
こ
と
で
北
方
地
域
に
は
強
盛
を
誇
る
存
在
が
な
く
な
り
、
一
時
的
な
平
和
状
態
が
生
み
出
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
日
本
と

新
羅
の
疎
遠
化
を
加
速
さ
せ
た
一
因
で
あ
ろ
う
。
ま
た
も
う
ひ
と
つ
の
要
因
と
し
て
は
、
日
本
と
渤
海
の
交
流
が
非
常
に
緩
や
か
で
あ
っ
た
こ

と
も
挙
げ
ら
れ
る
。
神
亀
四
年
（
七
二
七
）
に
第
一
次
渤
海
使
が
来
航
し
て
以
来
、
第
二
回
は
天
平
一
一
年
（
七
三
九
）、
第
三
回
は
天
平
勝

宝
四
年
（
七
五
二
）
と
、
国
交
開
始
当
初
の
日
本
と
渤
海
は
一
二
～
一
三
年
お
き
に
交
流
す
る
程
度
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
が
、
日
本
と

渤
海
が
結
託
す
る
の
で
は
と
い
う
新
羅
の
不
安
を
払
拭
し
た
の
で
あ
る
。

（
五
）
七
五
五
年
～
七
六
三
年　

安
史
の
乱
勃
発

　

七
五
五
年
に
勃
発
し
た
安
史
の
乱
は
、
ウ
イ
グ
ル
の
協
力
を
得
て
七
六
三
年
に
鎮
圧
す
る
ま
で
、
八
年
に
わ
た
っ
て
唐
を
揺
る
が
し
た
大
乱

で
あ
る
。

　

日
本
は
乱
に
つ
い
て
の
情
報
を
渤
海
と
の
国
交
に
よ
っ
て
入
手
し）
1（
（

、
こ
の
期
に
乗
じ
た
新
羅
征
討
を
計
画
し
た）
11
（

。
ま
た
天
平
宝
字
四
年
（
七

六
〇
）
来
朝
の
新
羅
使
に
「
来
朝
の
四
条
件
」
を
通
告
す
る
な
ど
、
新
羅
に
対
し
て
強
硬
姿
勢
を
示
し
て
い
る）
11
（

。
新
羅
使
は
そ
の
後
も
天
平
宝

字
七
年
（
七
六
三
）、
天
平
宝
字
八
年
（
七
六
四
）
に
連
続
し
て
来
航
す
る
が
、
違
例
を
詰
問
さ
れ
る
事
例
が
相
次
い
だ
結
果）
11
（

、
宝
亀
一
〇
年

（
七
七
九
）
の
新
羅
使
来
航
を
最
後
に
日
本
と
新
羅
の
使
節
交
流
は
終
焉
す
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
時
期
に
お
い
て
は
、
北
方
地
域
の
情
勢
が
安
定
し
て
い
る
場
合
ほ
ど
日
羅
関
係
は
冷
却
化
し
、
情
勢
が
不
安
定
な
場
合
ほ
ど
緊

密
に
な
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
た
だ
し
安
史
の
乱
勃
発
後
は
こ
う
し
た
傾
向
が
見
ら
れ
な
く
な
る
。
安
史
の
乱
の
時
期
は
北
方
情
勢
が
大
い
に
混

乱
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
日
羅
関
係
は
険
悪
な
ま
ま
で
あ
り
、
こ
の
原
因
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
度
重
な
る
対
立
の
中
で
二
国
間
の
関
係
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が
す
で
に
冷
え
切
っ
て
お
り
、
互
い
に
協
力
し
て
危
機
を
乗
り
切
ろ
う
と
す
る
機
運
が
乏
し
か
っ
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。

結
び
に
か
え
て

　

本
稿
で
は
、
日
本
と
新
羅
の
外
交
関
係
の
推
移
が
、
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
情
勢
、
と
り
わ
け
隣
接
す
る
北
方
地
域
の
情
勢
の
変
化
と
結
び
つ
け

て
説
明
で
き
る
こ
と
を
論
証
し
た
。
具
体
的
な
要
旨
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
１
）
天
平
年
間
の
日
羅
関
係
は
、
北
方
情
勢
の
混
乱
な
い
し
安
定
に
と
も
な
っ
て
変
化
し
た
。
北
方
情
勢
が
安
定
し
て
い
る
時
期
に
は
日
羅

関
係
は
冷
却
化
し
、
北
方
情
勢
が
混
乱
し
て
い
る
時
期
に
は
日
羅
関
係
は
友
好
化
す
る
。

（
２
）
天
平
年
間
に
、
唐
は
北
方
・
西
方
と
交
互
に
和
親
を
結
ぶ
こ
と
で
二
正
面
戦
争
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
た
。
短
期
間
で
日
羅
関
係
が
対

立
と
融
和
を
繰
り
返
し
た
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
唐
の
外
交
政
策
が
関
わ
っ
て
い
た
。

（
３
）
天
平
年
間
だ
け
で
な
く
、
他
の
時
期
に
お
い
て
も
日
羅
関
係
と
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
情
勢
の
連
関
性
が
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
安
史
の
乱

の
時
期
に
は
、
北
方
情
勢
が
混
乱
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
日
羅
関
係
は
好
転
し
な
い
。

　

な
お
、
本
稿
は
国
際
情
勢
や
外
交
使
節
の
交
流
に
主
眼
を
置
い
て
論
述
し
て
お
り
、
日
本
や
新
羅
の
内
政
に
つ
い
て
は
踏
み
込
ん
だ
検
討
が

で
き
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
『
三
国
史
記
』
に
よ
る
と
七
四
〇
年
代
か
ら
七
五
〇
年
代
に
か
け
て
新
羅
は
断
続
的
に
飢
饉
や
疫
病
に
見
舞
わ
れ

て
お
り
、
こ
う
し
た
内
憂
が
新
羅
使
の
来
航
頻
度
低
下
の
一
因
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
古
代
の
日
本
を
取
り
巻
く
東
部

ユ
ー
ラ
シ
ア
世
界
は
無
数
の
連
関
性
が
絡
み
合
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
本
稿
で
扱
っ
た
約
一
世
紀
に
わ
た
る
日
羅
外
交
の
推
移

に
つ
い
て
は
、
よ
り
複
合
的
な
視
点
か
ら
再
考
す
る
こ
と
で
さ
ら
に
明
瞭
な
解
釈
を
得
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題



57　　日本・新羅の対外関係と東部ユーラシア

註（
1
）　

西
嶋
定
生
が
提
唱
し
た
「
東
ア
ジ
ア
世
界
」
論
に
つ
い
て
は
以

下
を
参
照
。
西
嶋
定
生
「
東
ア
ジ
ア
世
界
と
冊
封
体
制
︱
六
︲
八
世

紀
の
東
ア
ジ
ア
︱
」『
中
国
古
代
国
家
と
東
ア
ジ
ア
世
界
』
東
京
大

学
出
版
、
一
九
八
三
年
、
初
出
一
九
六
二
年
。
同
「
東
ア
ジ
ア
世
界

の
形
成
」『
中
国
古
代
国
家
と
東
ア
ジ
ア
世
界
』、
初
出
一
九
七
〇

年
。
同
「
東
ア
ジ
ア
世
界
の
形
成
と
展
開
」『
西
嶋
定
生
東
ア
ジ
ア

史
論
集
三　

東
ア
ジ
ア
世
界
と
冊
封
体
制
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二

年
、
初
出
一
九
七
三
年
。

（
2
）　

古
畑
徹
「
唐
渤
海
戦
争
の
展
開
と
国
際
情
勢
」『
集
刊
東
洋

学
』
五
五
、
一
九
八
六
年
。

（
3
）　

菅
沼
愛
語
『
7
世
紀
か
ら
8
世
紀
の
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
国
際

情
勢
と
そ
の
推
移
︱
唐
・
吐
蕃
・
突
厥
の
外
交
関
係
を
中
心
に
︱
』

渓
水
社
、
二
〇
一
三
年
。

（
4
）　
「
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
」
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
廣
瀬
憲
雄

「
倭
国
・
日
本
史
と
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
︱
六
～
十
三
世
紀
に
お
け
る

政
治
的
連
関
再
考
︱
」『
歴
史
学
研
究
』
八
七
二
、
二
〇
一
〇
年
。

同
「
古
代
東
ア
ジ
ア
地
域
対
外
関
係
の
研
究
動
向
」『
東
ア
ジ
ア
の

国
際
秩
序
と
古
代
日
本
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年
。
な
お
廣
瀬

氏
は
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
地
域
範
囲
の
西
限
を
パ
ミ
ー
ル
高
原
以
東

ま
で
と
し
て
い
る
。

（
5
）　

坂
本
太
郎
『
日
本
全
史
２　

古
代
Ⅰ
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一

九
六
〇
年
、
二
二
六
頁
。

（
6
）　

濱
田
耕
策
「
中
代
・
下
代
の
内
政
と
対
日
本
外
交
︱
外
交
形
式

と
交
易
を
め
ぐ
っ
て
︱
」『
新
羅
国
史
の
研
究
︱
東
ア
ジ
ア
史
の
視

点
か
ら
︱
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
、
初
出
一
九
八
三
年
、
三

三
二
～
三
三
六
頁
・
三
四
八
～
三
四
九
頁
。
な
お
濱
田
氏
は
「
日
本

と
新
羅
・
渤
海
」（
荒
野
泰
典
他
編
『
律
令
国
家
と
東
ア
ジ
ア
』
吉

川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年
、
一
〇
七
頁
）
で
よ
り
明
確
に
見
解
を
述

べ
て
お
り
、
年
期
奏
請
は
日
本
と
対
等
の
立
場
で
国
交
を
行
お
う
と

す
る
新
羅
側
の
意
思
表
明
で
あ
り
、
こ
の
た
め
日
本
も
「
三
年
一

度
」
の
礼
式
を
採
り
、
そ
れ
に
応
じ
た
と
し
て
い
る
。

（
7
）　

鈴
木
靖
民
「
天
平
初
期
の
対
新
羅
関
係
」『
古
代
対
外
関
係
史

の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
、
初
出
一
九
六
八
年
、
一
六

五
～
一
七
四
頁
。
石
井
正
敏
「
光
仁
・
桓
武
朝
の
日
本
と
渤
海
」

『
日
本
渤
海
関
係
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
、
初
出

一
九
九
五
年
、
四
七
九
頁
。
森
公
章
「
日
渤
関
係
に
お
け
る
年
期
制

の
成
立
と
そ
の
意
義
」『
遣
唐
使
と
古
代
日
本
の
対
外
関
係
』
吉
川

弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
、
初
出
二
〇
〇
四
年
、
一
八
〇
～
一
八
七

頁
。

と
し
た
い
。
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（
8
）　
「
朝
聘
」
の
用
例
は
六
国
史
内
で
は
新
羅
・
渤
海
な
ど
国
外
か

ら
の
使
者
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
蝦
夷
や
隼
人
な
ど
国
内
の

服
属
民
に
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。『
日
本
書
紀
』
雄
略
天
皇
九
年

（
四
六
五
）
三
月
条
、『
続
日
本
紀
』
神
亀
四
年
（
七
二
七
）
一
二
月

丙
申
条
、
天
平
宝
字
四
年
（
七
六
〇
）
九
月
癸
卯
条
、
宝
亀
八
年

（
七
七
七
）
五
月
癸
酉
条
、『
続
日
本
後
紀
』
承
和
三
年
（
八
三
六
）

一
二
月
丁
酉
条
な
ど
。

（
9
）　

前
掲
註
（
7
）
石
井
論
文
「
光
仁
・
桓
武
朝
の
日
本
と
渤
海
」

二
〇
〇
一
年
、
四
八
〇
～
四
八
三
頁
。

（
10
）　

河
内
春
人
「
遣
唐
使
の
派
遣
動
機
」『
東
ア
ジ
ア
交
流
史
の
な

か
の
遣
唐
使
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
三
年
、
三
四
～
四
二
頁
。

（
11
）　
『
続
日
本
紀
』
天
平
八
年
二
月
戊
寅
（
二
八
日
）
任
命
、
四
月

丙
寅
（
一
七
日
）
拝
朝
。
ま
た
帰
国
記
事
は
天
平
九
年
正
月
辛
丑

（
二
六
日
）
条
に
あ
る
。

（
12
）　
『
続
日
本
紀
』
天
平
九
年
二
月
丙
寅
（
二
二
日
）
条
。

（
13
）　
『
続
日
本
紀
』
天
平
九
年
四
月
乙
巳
朔
条
。

（
14
）　

酒
寄
雅
志
「
華
夷
思
想
の
諸
相
」『
渤
海
と
古
代
の
日
本
』
校

倉
書
房
、
二
〇
〇
一
年
、
初
出
一
九
九
二
年
。

（
15
）　

前
掲
註
（
7
）
参
照
。
鈴
木
靖
民
氏
お
よ
び
石
井
正
敏
氏
は
対

渤
海
と
い
う
安
全
保
障
の
面
を
指
摘
し
、
森
公
章
氏
は
新
羅
国
内
の

文
物
充
実
に
と
も
な
う
交
易
の
需
要
増
加
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
16
）　
『
新
唐
書
』
巻
二
一
九 

渤
海
伝
。

（
17
）　

古
畑
徹
「
大
門
芸
の
亡
命
年
時
に
つ
い
て
︱
唐
渤
紛
争
に
至
る

渤
海
の
情
勢
︱
」『
集
刊
東
洋
学
』
五
一
、
一
九
八
四
年
、
二
八
～

二
九
頁
。

（
18
）　

李
成
市
「
八
世
紀
新
羅
・
渤
海
関
係
の
一
視
角
︱
『
新
唐
書
』

新
羅
伝
長
人
記
事
の
再
検
討
︱
」『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
民
族
と
国

家
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
、
初
出
一
九
九
一
年
。

（
19
）　
『
三
国
史
記
』
新
羅
本
紀 

聖
徳
王
二
〇
年
（
七
二
一
）
七
月
条
。

（
20
）　
『
三
国
史
記
』
新
羅
本
紀 

聖
徳
王
二
一
年
（
七
二
二
）
一
〇
月

条
、
聖
徳
王
三
〇
年
（
七
三
一
）
四
月
条
。

（
21
）　

前
掲
註
（
2
）
古
畑
論
文
「
唐
渤
海
戦
争
の
展
開
と
国
際
情

勢
」
一
九
八
六
年
。

（
22
）　
『
三
国
史
記
』
新
羅
本
紀 

聖
徳
王
三
二
年
（
七
三
三
）
七
月
条

な
ど
。

（
23
）　
『
冊
府
元
亀
』
巻
九
七
三 

外
臣
部 

助
国
討
伐 

開
元
二
二
年
（
七

三
四
）
二
月
条
、『
三
国
史
記
』
新
羅
本
紀
・
聖
徳
王
三
三
年
（
七

三
四
）
正
月
条
な
ど
。

（
24
）　

古
畑
徹
「
張
九
齢
作
「
勅
渤
海
王
大
武
藝
書
」
と
唐
渤
紛
争
の

終
結
︱
第
二
・
三
・
四
首
の
作
成
年
時
を
中
心
と
し
て
︱
」『
東
北

大
学
東
洋
史
論
集
』
三
、
一
九
八
八
年
。

（
25
）　
『
三
国
史
記
』
新
羅
本
紀 

聖
徳
王
三
四
年
（
七
三
五
）
二
月

条
、
聖
徳
王
三
五
年
（
七
三
六
）
六
月
条
。

（
26
）　

酒
寄
雅
志
「
八
世
紀
に
お
け
る
日
本
の
外
交
と
東
ア
ジ
ア
の
情

勢
︱
渤
海
と
の
関
係
を
中
心
と
し
て
︱
」『
渤
海
と
古
代
の
日
本
』

校
倉
書
房
、
二
〇
〇
一
年
、
初
出
一
九
七
七
年
、
二
〇
四
～
二
〇
七

頁
。
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（
27
）　

石
井
正
敏
「
対
日
外
交
開
始
前
後
の
渤
海
情
勢
」『
日
本
渤
海

関
係
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
、
初
出
一
九
八
四

年
、
三
一
二
～
三
一
八
頁
。

（
28
）　

新
羅
使
が
本
国
を
出
発
し
た
時
期
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し

『
続
日
本
紀
』
に
よ
る
と
大
宰
府
が
新
羅
使
来
着
を
朝
廷
に
奏
上
し

た
の
が
天
平
六
年
（
七
三
四
）
一
二
月
癸
巳
（
六
日
）
で
あ
る
た

め
、
遅
く
と
も
同
年
一
一
月
に
は
本
国
を
出
発
し
て
い
る
と
推
測
す

る
。
い
ま
だ
唐
・
渤
海
戦
争
が
膠
着
し
て
い
る
時
期
で
あ
る
。

（
29
）　

前
掲
註
（
３
）
書
所
収
論
文
、
菅
沼
愛
語
「
8
世
紀
前
半
の
東

部
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
国
際
情
勢
︱
多
様
な
外
交
関
係
の
形
成
と
そ
の
展

開
︱
」
初
出
二
〇
一
〇
年
、 「
安
史
の
乱
以
前
の
２
つ
の
唐
・
吐
蕃

会
盟
︱
神
龍
会
盟
と
開
元
会
盟
︱
」
初
出
二
〇
一
〇
年
。

（
30
）　
『
資
治
通
鑑
』
開
元
二
〇
年
正
月
乙
卯
条
、
二
月
条
。『
旧
唐

書
』
巻
八 

玄
宗 

開
元
二
〇
年
春
正
月
乙
卯
条
、
二
月
己
未
条
、
三

月
条
。『
新
唐
書
』
巻
五 

玄
宗 

開
元
二
〇
年
正
月
乙
卯
条
、
三
月
己

巳
条
。

（
31
）　
『
資
治
通
鑑
』
開
元
二
〇
年
六
月
丁
丑
条
。

（
32
）　
『
資
治
通
鑑
』
開
元
二
〇
年
九
月
条
。『
旧
唐
書
』
巻
一
九
九 

下 

渤
海
靺
鞨
伝
。『
新
唐
書
』
巻
八 

玄
宗 

開
元
二
〇
年
九
月
乙
巳

条
、
巻
二
二
〇 

渤
海
伝
。

（
33
）　
『
資
治
通
鑑
』
開
元
一
二
年
七
月
条
、
八
月
丙
申
条
、
開
元
一

三
年
四
月
条
、
開
元
一
三
年
一
二
月
乙
巳
条
。

（
34
）　
『
資
治
通
鑑
』
開
元
一
三
年
是
歳
条
。

（
35
）　
『
資
治
通
鑑
』
開
元
一
四
年
正
月
辛
丑
条
。

（
36
）　
『
資
治
通
鑑
』
開
元
二
二
年
六
月
壬
辰
条
。

（
37
）　
『
資
治
通
鑑
』
開
元
二
二
年
一
二
月
乙
巳
条
、『
旧
唐
書
』
巻
八 

玄
宗
同
日
条
、『
新
唐
書
』
巻
五
玄
宗
同
日
条
。

（
38
）　
『
資
治
通
鑑
』
開
元
二
二
年
一
二
月
条
、『
旧
唐
書
』
巻
八 

玄

宗 

同
年
是
歳
条
。

（
39
）　
『
資
治
通
鑑
』
開
元
二
五
年
二
月
乙
酉
条
、『
旧
唐
書
』
巻
九 

玄
宗 

同
年
二
月
癸
酉
条
、『
新
唐
書
』
巻
五 

玄
宗 

同
年
三
月
乙
酉

条
。

（
40
）　
『
日
本
書
紀
』
持
統
三
年
（
六
八
九
）
五
月
甲
戌
条
。

（
41
）　

前
掲
註
（
３
）
書
所
収
論
文
、
菅
沼
愛
語
「
７
世
紀
後
半
の
東

部
ユ
ー
ラ
シ
ア
諸
国
の
自
立
へ
の
動
き
︱
「
唐
・
吐
蕃
戦
争
」
と
新

羅
の
朝
鮮
半
島
統
一
・
突
厥
の
復
興
・
契
丹
の
反
乱
・
渤
海
の
建
国

と
の
関
連
性
︱
」
初
出
二
〇
〇
九
年
。

（
42
）　
『
三
国
史
記
』
新
羅
本
紀　

聖
徳
王
二
〇
年
（
七
二
一
）
七
月

条
、
聖
徳
王
二
一
年
（
七
二
二
）
十
月
条
、
三
〇
年
（
七
三
一
）
四

月
条
『
三
国
史
記
』
新
羅
本
紀
。

（
43
）　
『
新
唐
書
』
巻
二
一
六　

吐
蕃
伝
。『
冊
府
元
亀
』
巻
九
八
一　

外
臣
部　

盟
誓　

開
元
二
年
五
月
条
。

（
44
）　

七
〇
六
年
（
神
龍
二
）
以
後
も
唐
と
吐
蕃
の
交
戦
は
続
い
た

が
、
そ
の
一
方
で
七
一
四
年
（
開
元
二
）
や
七
一
九
年
（
開
元
七
）

に
は
結
果
的
に
決
裂
は
し
た
も
の
の
会
盟
交
渉
が
な
さ
れ
て
い
る
。

菅
沼
氏
は
こ
の
時
期
の
唐
の
外
交
戦
略
に
つ
い
て
、
和
戦
両
様
の
対

応
で
吐
蕃
を
牽
制
し
つ
つ
、
北
方
で
は
突
厥
包
囲
作
戦
を
進
め
て
い

た
と
指
摘
し
て
い
る
。（
前
掲
註
（
29
）
菅
沼
論
文
「
8
世
紀
前
半
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の
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
国
際
情
勢
︱
多
様
な
外
交
関
係
の
形
成
と
そ

の
展
開
︱
」
二
〇
一
三
年
、
六
八
～
七
五
頁
）。

（
45
）　
『
資
治
通
鑑
』
玄
宗　

開
元
一
五
年
（
七
二
七
）
九
月
丙
戌
条
。

（
46
）　
『
続
日
本
紀
』
天
平
一
五
年
（
七
四
三
）
四
月
甲
午
（
二
五

日
）
条
。

（
47
）　
『
続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
四
年
（
七
五
二
）
九
月
丁
卯
（
二
四

日
）
条
、
天
平
勝
宝
五
年
（
七
五
三
）
六
月
丁
丑
（
八
日
）
条
。

（
48
）　
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
四
年
（
七
六
〇
）
九
月
癸
卯
（
一
六

日
）
条
。

（
49
）　
『
資
治
通
鑑
』
玄
宗　

開
元
二
九
年
（
七
四
一
）
七
月
癸
酉

条
、
天
宝
元
年
（
七
四
二
）
八
月
丁
丑
条
な
ど
。

（
50
）　
『
資
治
通
鑑
』
玄
宗　

天
宝
三
年
（
七
四
四
）
八
月
条
。

（
51
）　
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
二
年
（
七
五
八
）
一
二
月
戊
申
（
一

〇
日
）
条
。

（
52
）　

た
だ
し
河
内
春
人
氏
に
よ
る
と
、
当
初
の
「
新
羅
征
討
計
画
」

は
新
羅
へ
の
威
嚇
効
果
を
狙
う
程
度
の
も
の
で
あ
り
、
実
際
に
本
格

的
な
攻
撃
準
備
が
開
始
さ
れ
る
の
は
七
六
〇
年
以
降
で
あ
る
。（
河

内
春
人
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
安
史
の
乱
の
影
響
と
新
羅
征
討
計

画
」『
日
本
歴
史
』
五
六
一
、
一
九
九
五
年
、
二
六
～
二
八
頁
）。

（
53
）　

来
朝
の
四
条
件
と
は
、
①
応
対
に
責
任
の
と
れ
る
立
場
の
者
を

使
者
と
す
る
こ
と
（
専
対
の
人
）、
②
礼
に
か
な
っ
て
い
る
こ
と

（
忠
信
の
礼
）、
③
旧
例
ど
お
り
の
献
上
品
を
持
参
す
る
こ
と
（
仍
旧

の
調
）、
④
ふ
さ
わ
し
い
明
瞭
な
言
質
が
あ
る
こ
と
（
明
験
の
言
）

で
あ
っ
た
（『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
四
年
（
七
六
〇
）
九
月
癸
卯

（
一
六
日
）
条
）。

（
54
）　
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
七
年
（
七
六
三
）
二
月
癸
未
（
一
〇

日
）
条
、
宝
亀
元
年
（
七
七
〇
）
三
月
丁
卯
（
四
日
）
条
、
宝
亀
五

年
（
七
七
四
）
癸
卯
（
四
日
）
条
。

 

（
院
第
四
六
回
生
）


